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令和６年度第３回 

新宿区外部評価委員会第 1部会 会議概要 

 

＜開催日＞ 

令和６年８月２０日（火） 

 

＜場所＞ 

本庁舎６階 第３委員会室 

 

＜出席者＞ 

外部評価委員（５名） 

竹内真雄、戎井一憲、風間義民、大川内初実、大西秀明 

区職員（２名） 

西澤副参事（特命担当）、甲斐主査 

 

＜開会＞ 

【部会長】 

 時間になりました、ただいまから第 3回新宿区外部評価委員会第 1部会を開催します。 

 本日は評価の取りまとめとして、計画事業の評価、経常事業に対する意見を取りまとめ、

それらを踏まえ、個別施策の評価結果を取りまとめます。 

 それでは、議事に入る前に本日の配付資料の確認をお願いします。 

【事務局】 

 では、事務局からご説明します。一番上が本日の次第です。その下が、本日の議論の材料

にします外部評価チェックシートです。個別施策ごとに取りまとめていまして、Ⅱ－3、Ⅲ

－1、Ⅲ－2、Ⅲ－5と 4つ配付されていると思います。あとは、先ほど追加でお配りしまし

た、新型コロナウイルス感染症への対応というＡ4 横の資料、以上が本日の配付資料です。

過不足等ありませんでしょうか。 

 ありがとうございました。 

【部会長】 

 それでは、評価の取りまとめを行いたいと思います。事前に私のほうから配付させていた

だいた部会としての評価書、チェックシートの取りまとめについてという紙を見ていただ

ければと思います。現在、事務局のほうで 5人の委員の意見を表記していただいているんで

すが、こちらを部会の意見として取りまとめる際に、こういった方針で取りまとめるのはど

うかというものを作ってまいりました。 

 評価は 5人の委員の多数決を基本として、一番多かった評価を基本にする。また、評価理

由は部会としての結論を書くため、各委員が個人で判断を下す過程の表現、例えば説明でよ
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く分かったとか、こう書いてあったから評価するといったような、記載事項の確認等は省略

したいと思います。また、今後の取組の方向性に対する意見ですが、部会としての意見のた

め、5 人の意見、ひいては委員会 15 人全体の意見として取られますので、個人的な意見と

思われるものは省略したいと思います。その他意見・感想についても、部会として提出する

ため、個人的な意見と思われるものは省略したいと思います。 

 また、記載した事項については全て関連部署が対応する必要があるため、私も結構書いて

いるんですが、このまま進めてくださいですとか、今後も期待しますといった、そういった

定例的な挨拶のようなものは省略したいと思います。また、重複している記載は一本化して

スリム化を図っていければと思います。あと、質問を記載しているものもあるんですが、こ

れは評価書チェックシートには記載せずに、事務局を通じて所管課の方に質問していただ

いて、回答をいただければと思います。 

 それでは、委員の皆様に配られていますチェックシートには各委員の評価や意見が記載

されていますので、これを基に部会としての評価の取りまとめを行います。指名された委員

は、ご自身の評価や意見、補足説明等をお願いします。評価の取りまとめは個別施策ごとに

行います。初めに計画事業について、計画番号順に評価の取りまとめを行います。その次に、

経常事業については意見があった事業について、番号順に意見の取りまとめを行います。最

後に個別施策について評価の取りまとめを行います。それでは、始めたいと思います。 

 では、最初の個別施策Ⅱ－3「暮らしやすい安全で安心なまちの実現②感染症の予防と拡

大防止」について、記載内容を確認します。最初に、評価のほうは 5人ともおおむね順調に

進んでいるとしているので、これはおおむね順調に進んでいるにしたいと思います。特にご

意見ないでしょうか。 

 全体的なことを書いていらっしゃるのが 4人で、大体の大枠は同じかと思います。5 月 8

日から 5類になったためか、気の緩みが気になりますという意見があり、これを残すかとい

うか、評価というより、今後の方向性に対する意見に回すとか。 

【委員】 

 その振り分けが、自分の意見をどこに書こうかというのを結構迷ったものも幾つもあっ

たので、そこら辺は今回ここで修正なり訂正をさせていただきたいと思います。 

【部会長】 

 ありがとうございます。評価の欄には全体的なことを書かせていただいて、今後の方向性

に対する取組も、大体一まとめにできるのと、委員の 2つ目の意見、トイレ使用後の手洗い

についても残す方向でいいでしょうか。トイレ使用後に手を洗わない方の増加があるので、

普及啓発が必要と思われますと。全体的なことを、ほかの 4人の意見を圧縮して、それにト

イレのことを書く感じで行ければと思います。 

 あとは、その他意見・感想で、ご質問のような感じのことが書いてある。これは地域の人

口比を考慮されての結果でしょうかというのは、事務局のほうからご回答いただく形でよ

ろしいでしょうか。 
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【事務局】 

 担当部署にこの部分を確認しましたので、私のほうから回答させていただきたいと思い

ます。こちらのご質問の内容としては、区政モニターアンケートの属性について、居住地域

によって差があるのではないかと、3 倍近く開いているところもありますというところで、

これは人口比を考慮されての結果でしょうかというところでのご質問でございます。 

 結論としては、人口比に基づいて、まず無作為抽出をして、あとはそれぞれの地域、人口

比で割って依頼をさせていただいて、大体 5,000人ぐらいに依頼をさせていただいて、大体

1,000 人から回答が来るという形になっています。皆さんに以前お配りしたモニターアンケ

ートの報告書のほうにも属性の割合を書いてあるんですけれども、、大体このような大体人

口比になっていましたので、それがそのまま反映されているという形になっております。 

 以上です。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 Ⅱ－3 については、この方向でよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 続いて、3 ページ、計画事業 37 の「新型インフルエンザ対策の推進」なんですが、こち

らは 5 人とも計画どおりとなっておりましたので、計画どおりという評価にしたいと思い

ます。 

 また、評価についても、おおむね一つにまとめられる内容ではないかと思うので、事務局

のほうでまとめていただければと思います。 

 あと、今後の取組に対する方向性ですが、委員の記載内容、記述が曖昧な表現だと感じま

す。すごく有益な話だと思うんですけれども、今後の取組に対する方向性じゃないので、そ

の他意見の欄に回してよろしいですか。あとは、顎マスクの話ですが、顎マスクとか具体的

なものを出さずに、普及啓発を進めてもらいたいとかいう感じでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

 事務局から提案なんですけれども、そのご意見、施策の評価のところでも、普及啓発をい

ろいろな方面でしっかりやってほしいというご意見が複数箇所に出てきているかと思うん

です。ですので、この後事務局で、そういった普及啓発という大きな塊を作り、その中に取

り込むのはいかがでしょうか。記載場所は、施策なのか、あるいは新型インフルエンザなの

か、はたまたそうじゃないのかというのは、事務局と部会長のほうで調整させていただいて、

生かさせていただくというのでいかがですかね。 

【委員】 

 ぜひお任せさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

【事務局】 
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 委員の今のところなんですけれども、全体的な意見としてまとめさせていただくと、より

ご意向がクリアになるのかなと思います。実はほかの部会でも、特に経常事業のシートが、

提供している情報がすごく限定的で、なかなか評価するのがしんどかったというご意見を

出された委員さんもいらっしゃって、そういう意見と一緒させていただくようなのはいか

がでしょうか。 

【委員】 

 分かりました、大丈夫です。 

【事務局】 

 先生、そんな感じでお願いします。 

【部会長】 

 その他意見・感想に移りまして、引き続きやってくださいとか、ありがとうございますみ

たいな感じなので、こちらのほうは、よければ省略させていただいて、あと、「予算現額や

事業経費と違うところが幾つかございます」、こちらも所管部署に質問の形でよろしいでし

ょうか。 

【事務局】 

 前の説明と重複してしまうところがあるんですけれども、当初お配りした資料は、まだ決

算が確定していない段階で作成していたので、未確定の数字がたくさん載ってしまってい

たんですね。ヒアリングのときに更新版としてお配りしたものが決算実績を踏まえたもの

に更新されていて、そこで数字の新旧が発生しているという現状でして、そこは評価してい

ただくに当たってはちょっと混乱をされたかもしれません。申し訳ありません。なので、今

お渡ししたものが決算実績を踏まえた確かな数が入った、正しいものになっているとご理

解いただければと思います。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 続いて、5ページ目にいっていただいて、経常事業 390の「感染症予防法令に基づくまん

延防止対策及び健康診断等」なんですが、こちらは、お二人の意見があるんですけれども、

ちょっと個人的に思ったのは、風俗店という言い方はちょっと何か、歓楽街とかいう言い方

にぼかしたらどうかと思いまして。 

【委員】 

 お任せします。 

【部会長】 

 世界有数の歓楽街を有しとか、ちょっと何か表現を工夫したい。複雑なのが、一般的に風

俗店というと、そういうところと分かるんですけれども、飲み屋さんとかも風俗営業法上の

風俗店になっちゃうから、難しいところがございまして。あと、委員が書かれている意見に

ついては、29人が 3回見たというより、98人見て、そのうち 29人申し込んだのかなとちょ

っと思ったんですけれども。 
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【委員】 

 閲覧回数が 98 回だったんですけれども、申込みが 29 人という数字だったので、内容が

よいから、何回も同じ方が見たのかなと。ただ、29 人しか申し込まなかったというのがも

ったいないかなと思っているので、それを周知して、もっといろいろな方に見てもらうよう

なことがあったほうがいいのか、それとも、私のこの解釈が間違っているのか。 

【部会長】 

 私、ちょっと 1 人 1 回という頭があったかもしれないですけれども、98 人の人が 1 回ず

つ見て、そのうち 98のうち 29人が申し込んだのかなと思ったんですけれども。 

【委員】 

 確かに、申込みが 29人で、閲覧回数 98と書いていますね。これは講演会というくくりに

なっていますけれども、中身は動画公開期間で 2 月 19 から 22 日となっているので、今か

ら見ると、どういう講演会なのか、動画を回しているところに誰か入ってきたのかとかイメ

ージがちょっと湧かないですね。 

 何かもったいないなと思って、動画作成だってコストがかかるわけなので、ちょっとそこ

を知りたかったです。 

【事務局】 

 事務局からなんですが、これはオンライン動画配信の形での講演会のようでして、配った

資料の中に、これですね、ちょっと説明が分かりづらくて申し訳ありません。なので、委員

がおっしゃったとおり、この計算でいいんだろうと思います。 

【委員】 

 合っているんですか。要はＱＲコードから申し込んで、ＵＲＬを送るんですよね。 

【事務局】 

 そうなんですね、申し込んだ人しか見られないようになっているはずですから、29 人が

98回見たという推論が成り立ちますね。 

【委員】 

 ちょっとそこが疑問だったんですけれども。これを、例えばこのＱＲコードで申し込まな

くても、これで即、動画に誘導とかというのは何か問題があったんですかね。 

【委員】 

 これは個人ベースの申込みということなんですよね。どこか団体が申し込んで、30 人で

一緒に見るとかということはなかったということを言っているんですよね。 

【委員】 

 そうですね、区内在住、在勤、在学の方対象という形ですから、個人ベースで考えている

と。 

【委員】 

 確かに区がやっている事業で 29名は少な過ぎますね。 

【委員】 
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 1か月ぐらい期間があるので、何でかなとちょっと疑問に思ったんですけれども。 

【部会長】 

 3回動画を見るというのもあんまりないですよね。 

【委員】 

 そうですね、普通は 1回ですよね。 

【部会長】 

 こちらも実態を所管に確認ってできるでしょうか。技術的な話なのか、ちょっと分からな

いですが。延べ何人、述べというカウントかちょっと。 

【事務局】 

 承知しました。数の兼ね合いのところを確認させていただいて、その結果を踏まえた上で

取りまとめを作らせていただくと。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 その下の 391の予防接種ですが、ちょっと質問っぽい意見になっていまして、対象を把握

できていないのがなぜかというのをちょっと確認いただいて。 

【事務局】 

 65 歳以上の接種対象者というのは年齢だけで区切っているので、対象人数が明確なので

すが、60から 64歳の人には、基礎疾患を持っている方という条件がついていて、この基礎

疾患はＢＭＩ30 の人も含むような広い捉え方をするので、事前に人数確定することができ

なかったとのことです。年齢で区切って全員にご案内を送って、それを見て、該当する人は

手を挙げてくれというご案内の仕方をしたとのことです。 

【委員】 

 じゃ、把握できなくて当然ですね。分かりました。ありがとうございます。 

【部会長】 

 ありがとうございました。よく分かりました。 

 続いて、6ページ目、食品衛生の普及啓発なんですが、こちらもいろいろご意見がありま

すね。こちらも基本的にまとめて整理する形で、内容を生かす形でよろしいでしょうか。ち

ょっとまとめづらいかもしれない。「複数回発信したらどうかとの意見に賛成します」とい

うのは、前回のやり取りの中での流れだから、その辺はちょっと文言を調整してという形で。 

【事務局】 

 そうですね、今この場で取りまとめないものだけ決めていただければ、あとは事務局で頑

張ってまとめたいと思います。基本的には普及啓発をしっかりやろうという大きな流れの

中でご意見いただいているので、その普及啓発、具体的な提案を含め、意見としてまとめら

れればいいのかなと思いました。 

【委員】 

 食品衛生の食中毒の問題ですけれども、保存方法と取扱いとありますけれども、保存方法
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が結構大きな要因を占めているようなニュアンスなんですね。やはり集団食中毒が発生し

たとか、いろいろしたときに、やっぱり温度管理とかそういうものが重要だというので、そ

ういうのをちょっと怠ってしまうところにそういう食中毒の、Ｏ－157をはじめいろいろな

食中毒が発生しているようですので、そういうのを入れていただければなと思います。 

【事務局】 

 取りまとめのときに保存を項目出しするような形ですかね、保存方法とかいう感じで。 

【委員】 

 そうですね。 

【部会長】 

 法律作ったときは地産地消が当たり前のような感じのときに法律ができていまして、今

は北海道でできた野菜を東北でお弁当にして、それをトラックで埼玉に送って、埼玉で仕分

けて並ぶというような、どこで駄目になったか分からないような感じで、難しいんですよね。 

 ありがとうございます。そんな感じでちょっと取りまとめをしていただければと思いま

す。Ⅱ－3 はこういった感じでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

 すみません、今のⅡ－3 のところで、2ページ目なんですけれども、その他意見・感想の

2個目の意見をどう扱うか、確認しておきたいと思います。最後、経済的な軽減措置対策も

必要というくだりなんですけれども、これはどうしますかね。 

 前段のところは普及啓発というところで取り込めるのかなとは考えますけれども、一番

最後の経済的な軽減措置対策というのは、ワクチンに対する補助はもうやっていますので。 

【委員】 

 そうですね、そういうのもありますけれども、コロナに関しては 10月からまた案内書を

送って、希望者に対して云々というのがありましたけれども、肺炎球菌ワクチン、1回目は

65歳で案内書が来て、補助金があるんですが、2回目からはないんですね。いろいろなワク

チンに対して、そういう何か軽減措置みたいなものはないのだろうかという。経済的な負担

が重くてなかなか打てないという方もいらっしゃるのではないかなということで、そうい

うのも含めてちょっと検討していただきたいという意味で書かせてもらいました。 

【委員】 

 帯状疱疹ワクチンも、あれはこの軽減措置が適用されていましたね。新宿区が半分出して

くれていましたね、2万円を半分。ですから、そうやって経済措置をやってくれているもの

もあるんじゃないでしょうかね。 

【部会長】 

 事務局としては、必要と考えます、という言い方が、今やってないみたいに受け取られる

のをご懸念されている感じでしょうか。 

【事務局】 

 そうですね、有効なやり取りになるようにするにはどうしたらいいかなと思っていたん
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ですけれども、5ページ目の経常事業 390の予防接種のところでさらに具体的に書かれてい

たんですね。こっちを生かして、施策のほうからは消したほうがすっきりするかもしれない

ですね。それでいかがでしょうか。 

【部会長】 

それでよろしいでしょうか。 

【委員】 

 はい。 

【部会長】 

 ありがとうございます。それでお願いできればと思います。 

 Ⅲ－1 のほうに戻りまして、こちらのほうも 5人とも、おおむね順調に進んでいると評価

されていまして、あと、こちらも大体取りまとめができる内容なので、できるだけスリム化

し、個別の事業名をあまり出さない形でまとめるということで、いいでしょうか、事務局の

方、そのような形で進めていただければと思います。 

【事務局】 

 事務局からご提案ですけれども、先に計画事業と経常事業の評価を固めて、最後に個別施

策を評価されるとスムーズと思われますので、いかがでしょうか。 

【部会長】 

 ありがとうございます。じゃ、Ⅲ－1、4 ページ目のほうにいっていただければと思いま

す。39の①「新宿駅直近地区のまちづくり」について、5人中 5人が計画どおりで意見が一

致しておりまして、これも一まとめにできる内容かと思います。 

 取組に対する意見も、私も定例的なものの典型で、「調整、手続を進めていただければと

思います」なんですが、他の意見も「期待します」というものが多いので、取組に対する方

向性は、もう空白でもいいかなと思います。 

 その他意見・感想の意見も、そのままやっていただければという感じの意見なので、省略

して、すっきりした形にさせていただければと思います。 

 そうしたら、6 ページに目にいきまして 39 の②「新宿駅東西自由通路の整備」ですが、

これも 5人とも計画どおりとなっていて、計画どおりにしたいと思います。評価も一まとめ

にできる内容なので、そうしていただければと思います。 

 取組に対する方向性は、出ている意見はいい意見だと思うので残して、その他意見・感想

は、2つ出ている意見を一まとめにして、まちの回遊性の向上をお願いしますというような

形でまとめさせていただければと思います。 

 続いて、7ページ目にいって、39の③「新宿通りモール化」ですが、こちらは 4人が計画

どおりで、1人が計画以下とされています。質問といいますか、執行率のことを問題にされ

ていますので、これは質問を所管課のほうにしていただいていいでしょうか。 

【事務局】 

 82 万円の予算に対して執行が 2 万 8,000 円で 3.4％という。恐らく、何かやるとなった
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らできるような予算を持っていたけれども、やらなかったといういうことだと思いますが、

確認させていただきます。 

【委員】 

 ここにも書かせてもらいましたけれども、新宿のこのモール化というのは、伊勢丹がある

あの通りで、それこそ新宿の顔ともいうべき、紀伊国屋をはじめ、中村屋さんとか、いろい

ろなそういう老舗のお店があるもので、あそこを本当にモール化に取り組んでいただいて、

できれば歩行者天国といいますか、今も来るときにちょっと見たんですけれども、やはり荷

さばきなのか、路上駐車が大変多いなと感じたりもしております。そういうことで、今頃荷

さばきルールを策定しているようではちょっと遅いなと感じましたので、また、ここに、い

ろいろ取組に対しても、進展がはっきりしていないのではないかという、そういう疑念もあ

ったので、ちょっと計画以下ではないかなというふうに評価させていただきました。 

【委員】 

 今のご意見を聞くと、なるほどなと思います。この定義が難しいですね。計画どおりとい

う言葉と、計画以下とありますけれども、計画以下というのは 50％以下というか、半分以

下なのか、計画どおりというのは 50％以上できていればいいのか、その辺の、パーセンテ

ージは別として、個人によって言葉の定義が、解釈が違いますよね。ですから今おっしゃら

れたのは、感覚では半分以下だと思われているというのは、計画以下の定義が 50％以下だ

からと思っていらっしゃるからだと思うんですけれども。ただ、できている部分もあるとい

うところですね。だから、その辺の兼ね合い、合計値というか、それなんじゃないかな。荷

さばきの点は確かに難しいけれども。 

【委員】 

 この指標の 100％というのが、これが目標値 50、実績値 50というのは、この左側に書い

てありますように、実施した荷さばき集約化に関する社会実験の実施を行った時点で 50％

の、この 50じゃないかと私は理解しているんですけれども。ですから、社会実験を行った

ので 100％ということなのか、それとも、社会実験って何なんだろうなと、やっぱりモール

化に向けて取り組んでいくには当然、社会実験も必要でしょうけれども、もっとその先の見

えるものがあれば、計画どおりとしたかったなと思うんですけれども。 

 以上です。 

【部会長】 

 単位が書いていないから分かりづらい。50％で、Ｒ5年度の時点では社会実験が終わって

いれば十分だと区役所が思っていて、終わっているから 100 点でしょうというんですけれ

ども、3 年連続 50、50、50 で達成度は 100 というのは、ちょっと指標として分かりづらい

のは確かにある気がします。 

【委員】 

 前回僕もちゃんと見ていなかったんですけれども、多分、全体の計画がもっと長いスパン

であって、ここ直近何年かは荷さばきのことを、3年なのか 5年なのか、やり続けるという
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ことなんでしょうかね。こっちの資料もついていますけれども、最終更新日が 2021年なん

ですよね。実績も元年度までしかホームページにアップされていないようなので。全体の計

画を教えていただければ、もう少し全体が理解できるかなという感じがします。 

【委員】 

 そうですよね、目標がきちんと、何年度までにこれだけするというしっかりした目標があ

ればいいんだけれども。 

【委員】 

 もしかしたら、あと 5年、ずっと荷さばきルールに関する取組が続くのかも分からないで

すよね。 

【部会長】 

 それだとあまり評価する意味ないですよね。引き続き荷さばきリールに関する取組をや

っているから、今年も来年も 100点ですよと。 

【事務局】 

 今評価していただいているのは令和 5年度実績で、第二次実行計画最終年度です。6年度

以降は紫の第三次実行計画で、82ページが新宿通りモール関連事業説明になっていまして、

あまり情報量が多くないところでして、次に見ていただきたいのが、160ページ、161ペー

ジの見開きが指標の目標値を記載しているページなんですけれども、こちらの真ん中辺り、

32 の②で新宿通りモール化というのがあって、事業進捗率の定義を、第二次実行計画と少

し変えているんですけれども、意味合いを見ていくと、令和 6 年度末が 10％の車両流入抑

制に向けた検討、令和 7 年度が荷さばきに関する地元ルールの導入、8、9 はそのまま、次

の段階にはまだ行けないという目標設定にしていると。次の 50％が歩道の部分拡幅整備な

んですけれども、ここまでは令和 9 年度末には達成できないであろうという目標設定をし

ています。 

【委員】 

 ということは、現段階では計画どおりになってしまうということですよね。 

【事務局】 

 そうなんです。当初定めた目標に対する達成度がどうであったかという意味では、計画ど

おりになりますが、そもそもその目標が適切なのかとか、そのあたりのご意見をいただくと

良いのかなという気がしました。 

【委員】 

 何かうまくいかない理由があるんじゃないですかね、数字が低いというのは。 

【事務局】 

 この辺の事業はあくまで地元ありきの事業なので、地元の合意がなければ全く進まない

ものですから、恐らくそういったところに原因があるのではないか、いろいろな方のいろい

ろなご意向があるかと思いますので。 

【部会長】 



11 
 

評価は計画どおりにして、ちょっと物差しがおかしいんじゃないかみたいなのをその他

意見・感想で書く感じでよろしいでしょうか。これだともう進捗はＲ3、Ｒ4、Ｒ5、全部、

100、100、100となっていると、進んでいるのか進んでいないのか、ちょっと分からないよ

うな感じですね。 

【委員】 

 ちょっと余計なことですが、今、先生がおっしゃられた、物差しがという意見もあります

が、さっき事務局が言われたように、できない理由、地域との調整が必要だとかという理由

があるので設定値が低くならざるを得ないとか、何かそういうほうが、物差しを否定するよ

りは、何がその障壁となっているのかを明確にしてほしいとか、そっちのほうが区民が読ん

だときに分かりやすいんじゃないですかね。 

【事務局】 

 そうしましたら、評価としては計画どおりにするけれども、そもそもあまり進捗している

ように資料等からは見られないというところを指摘していただいて、ちゃんと見えるよう

な説明が要る、あるいは目標がなかなか設定できないんだったらその理由を示すなど、もっ

と分かりやすく情報を提供するべきではないだろうかみたいな、そんな意見を今後の取組

の方向性に対する意見でいただくということでいかがでしょうか。 

【部会長】 

 それでお願いします。 

【事務局】 

 承知しました。 

【部会長】 

 ちょっと私の懸念なんですけれども、その他の意見・感想で、新宿の顔と書いちゃってい

るのが、人によって意見が違うかもしれないので。 

【事務局】 

 そこはうまいことまとめておきます。 

【部会長】 

 もう一つ、「危険ですので安全のため取締り強化をお願いします」というのが、警察のほ

うになっちゃうかなと若干思ったりして、ここで書くべきかというのが。 

【委員】 

 そう言われると。自転車の通行も多かった時期がかなり昔はあったので、警察の方か分か

らないんですけれども、結構、自転車乗らないでねという取締りをしていた方もいたり、あ

と、大道芸みたいな見せるのをやっている方も昔は結構いて、今はもうほとんどいなくなっ

たんですけれども、ただ、やっぱり自転車に関しては今でも通行を見かけるんですね。なの

で、ちょっと危険だなとやっぱり思っていまして、これを、例えば警察じゃなくて、もし何

か案内、パンフレットとか観光客向けのものがあれば、そこにそういう注意事項みたいな形

で普及啓発をしていただければなと思います。 
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【部会長】 

 取締りじゃなくて取組の推進とか、ちょっとぼかして。必要性はすごく分かります。 

【事務局】 

 部会長が心配されているのは、今そこに走っている自転車への対処となると、どうしても

交通規制とか警察とかそっちの話になっちゃって、この事業からは少し離れてしまうんじ

ゃないかというご懸念ですよね。危険な自転車の走行があるという事実を踏まえて、例えば、

そういった危険から歩行者を守るような観点も踏まえてこの事業をしっかりやっていくみ

たいな、ここの考え方の中にそういう自転車の危険性を取り込んだような感じで、ちゃんと

やってねというご意見だったら、この事業とすごくマッチするのかなと思いましたが、いか

がですかね。 

【部会長】 

 整備推進に当たってこういう面も考慮していただきたいみたいなのを、意見だとか感想

のほうに入れられればと。 

【委員】 

 ぜひお願いします。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 じゃ、これで 8ページの 39の④にいっていただければと思います。これはお一人が計画

どおりとしていらして、計画以下が 4人という形になっていて。 

【委員】 

 サブナードのことですよね、これ。私としては結構整備されているなと、甘いのかもしれ

ませんけれども、全体の流れとしては。100％とはいえないけれども、8 割ぐらいは目標に

対して、できているのかなと思ったので、これは私の意見で、皆さんの意見を聞いて、計画

以下というのであれば、多数決というさっきの先生の方針ですので、計画以下でも構わない

です。 

【委員】 

 内部評価においても計画以下になっているので。サブナードは今のところいいんですけ

れども、今のところよりももっと明治通りまでずっと掘り進むということに対しての計画

なんですね。それがそこで止まっちゃっているので、進んでいないので、それに対して計画

以下なのかどうなのかということなので、私は計画以下とせざるを得ないので。 

【委員】 

 じゃ、私も計画以下で。 

【部会長】 

 9ページの取組の方向性は、大体皆さん、私も含めて、このままやってくださいという定

例的な感じなので。ただ、「事業手法の検討を進めるとのことから、具体的な指標の見直し

や改善が必要と思われます」という意見が出ていますね。 
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【委員】 

 たしか説明の中に、取組というか話合いがうまくいっていなくて、駄目になったというよ

うなことが書いてあったと思うんですけれども、やっぱりその理由ですね、そういうのを知

りたいというのと、もしかしたら地元のほうでサブナードの延伸は必要ないというふうに

考えているものなのか、もっと奥までつなげれば大変便利でいいんですけれども、もう一回

見直す必要があるものなのかどうなのか、そこらをちょっと知りたいなというのもありま

すね。 

【部会長】 

 今のお話を所管課のほうに投げかけて、ご回答いただいていいでしょうか。 

【事務局】 

 そういう問いかける意見をここに載せるというよりは、事前に質問する感じにしますか。 

【部会長】 

 質問で回答をもらう形でよろしいでしょうか、ここに載せなくてもというか。多分、相手

があるからあまり載せると、関係が悪化しちゃうかもしれない。 

【委員】 

 それもあるでしょうね。 

【部会長】 

 私もちょっと、ここの事業化に向けた検討をしたら 10％で、こうしたら 30％で、30％ま

で行くつもりだったけれども 10％だから 33.3％、やっぱ分かりづらいというか、勝手に自

分たちで評価して、10％、30％と定義も自分たちでして、30％行く予定だったけれども 10％

だから 33.3って、分母も分子も自分たちが言っているから、ちょっと意味が分からなくな

っている感じがいたします。 

【委員】 

 ということは、関係機関との合意ができなかったということなんですね。 

【部会長】 

 できなかったとか、そういうのに 30％の予定だったけれども 10％だから 33.3 って、何

か分数の計算して遊んでいるような感じがします。 

【委員】 

 これに関して、ここでも記載したんですが、花園神社近くのビルの建替えが完了しちゃっ

たじゃないですか。なので、ちょっと私もこれは計画の見直しをと書いちゃったんですね。

恐らくですけれども、推測としては、そのビルを建て替えるときに、1階のところに地下に

潜れる、サブナードの入口を作るとかの計画を一緒に含めていたのかなという勝手な推測

をしていたんです。沿道建築物の更新に合わせてと資料には書いてあったので、そうすると、

もう不可能じゃないかと思ってしまったんです。新宿三丁目の都営新宿線に行く手前の伊

勢丹のところから曲がれるように、地下になっていて、区役所の第二分庁舎のほうまで恐ら

く真っすぐ行っていると思うんですね。だから、あそこにぶつけるつもりだったのかなと思
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ったんですけれども、そうすると、出口がそこはなくても、近くにほかのビルにあるので、

可能は可能かなとは思うんですが、合意ってすごく難しいと思うんですよね、相手様がいる

ので。だから、そこを地元の人たちがどう考えているのか、今どこら辺まで検討というのか

話し合いが進んでいるのかも、ちょっと教えていただけるといいかなと思いました。すみま

せん、これは質問です。 

【部会長】 

 聞いて、ご回答いただければ、特に載せなくても大丈夫ですか。 

【委員】 

 はい。 

【部会長】 

 その他意見・感想、意見は、どうしようかなという感じですが。最終的に委員会の意見な

のに、感じていますというのはちょっとおかしいから、重要だと思いますとか、ちょっと違

う言い方で。「日本を代表するにぎわいと歩きたくなるまちづくり推進」が括弧になってい

るのは、どこかに固有名詞みたいな感じで出てくるんでしょうか。 

【委員】 

 はい。 

【部会長】 

 感じていますというのは、何か表現を変えて、重要なので進めてくださいとか。 

【事務局】 

 大事な事業なので着実に進めてほしいみたいな。これをその他意見のところに載せます

かね。というのは、すみません、多分、返答としては、引き続きしっかりやってまいります

という返事ぐらいしか書きようがないかなと思うんですね。 

【部会長】 

 私も定例的なのは省こうと言ったのが、多分役所だと、続けてくださいというのが行くと、

引き続き進めてまいりますという一文を書いて終わりだなという、儀礼的な感じのやり取

りになっちゃうかと。ここも儀礼的かもしれませんが、載せるだけ載せてもらっていいでし

ょうか。委員として大事だと感じている人がいるというので。 

 10 ページ目にいっていただいて、こちらは 1 人が計画以下と評価されていて、ほかの 4

人は計画どおりと評価しているんですが、確かにこれはゼロ％なのに計画どおりというの

は、ちょっと違和感があるところはあるんです。私、11 ページ目に書かせていただいてい

るんですけれども、その他意見・感想で、毎年 1件ペースで計画を出していて、たまたま前

の年で 3件ヒットしちゃったから、もう次の年、ゼロ件でというのは、ちょっと設定が悪い

気がしていまして、それで、委員が計画以下とされているのもすごくよく分かる感じです。

ただ、これももう物差しができちゃった後だから、というのはちょっと難しいところが。 

【委員】 

 私もこれはちょっと迷った部分があるんです。ゼロ％という部分で、この評価でいいのか
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とは思ったんですが、前回の話では、地元組織と調整し、関係者の意向把握を行いましたと

いうことで、全くやってはいないという部分を含めて、一応、計画どおりというふうにした

んですが、計画以下という評価でも致し方ないかなとはちょっと思っています。 

【事務局】 

 今のご指摘の関係なんですけれども、第三次実行計画でどうしているかなと今見てみた

ら、先生が言ったとおりの指標に改めていますね。累積値で目標設定する、160ページ、161

ページの見開きなんですけれども、こちらの 32の④が今見ていただいている事業の第三次

実行計画の指標なんですけれども、地区数ということで、累積の指標、目標値を設定して、

23、24、25、26と、確かにこっちのほうがいいですね。前倒しで達成した実績もちゃんと正

当に評価できるといいますか。 

【部会長】 

 私のほうも指摘はしているけれども、新しい計画で直っているのだと、指摘は不要ですか

ね。 

【事務局】 

 どちらでも。ご指摘いただいて、そういった考えも踏まえてしっかりやっていますとお返

事をさせていただくのもありですし。 

【部会長】 

 ではこのまま残してください。取りあえず今回のこの場では、計画どおりにするか計画以

下にするかですけれども、去年が 300％と言われて、今年ゼロ％にしているのに計画どおり

というのは、やっぱりちょっと変な感じはするんですが。計画どおりと言われれば……。 

【委員】 

 この累積に対しての実績値はどうなっているんですかね。 

【事務局】 

 令和 6年度なので、まだ実績は上がってない。 

 5年度末時点では 22地区というのが累積実績として。 

【委員】 

 そうすると、22地区について、やっぱり達成度ゼロというのは変わらないわけですね。 

【事務局】 

 22地区というのは達成した実績で、目標ではない。 

【委員】 

 だから、達成度が分からないですね、22に対する。 

【事務局】 

 22が分子なら、分母は何なんだということですか。 

【委員】 

 はい。 

【事務局】 
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 それは、令和 5年度段階では累積の数値は存在していなかったので、その割り算はできな

かったんです。 

【委員】 

 そうしたら、先生、こうしたらどうですか、ご指摘のとおり、累積値に変えているけれど

も、まだ実績値が評価されていないわけでしょう。 

【事務局】 

 すみません、私の説明がよくなかったです。令和 5年度については単年度の目標設定をし

ていて、それに対して令和 5年度だけ見るとゼロでしたというのが実績です。ただ、令和 4

年度のほうで目標 1 に対して 3 という実績があって、その反動ではないかという見方もで

きると。累積値で指標を設定していれば、こういった議論は発生せずに済んだんじゃないか

というのが先生のご指摘です。 

【部会長】 

 計画どおりにして、あと、コメントで、ちょっとおかしいんじゃないという感じにとどめ

るのでもいいでしょうか。指標がおかしいというのは多分全員、何かちょっとおかしいと思

っている感じはすると思うので、ちょっとこのときの物差しが単年度だから、確かに計画ど

おりだけれども、ちょっと物差しのほうがおかしいんじゃないかという感じで。直っていな

いんだと、がんがん言ったほうがいいですけれども、新しいもので直っているんだったら、

あまり指摘してもという感じも。 

【委員】 

 この目標値の 1というのは、1件という意味ですかね。このまちづくりを進めていくのに、

まちづくりルールを策定したりするのに、年に 1件でいいのと、年に 3件ぐらいは、前の年

の 300％じゃないですけれども、そういうルール的なものというのはどんどん推し進めてい

かないと、まちが変わっていかないんじゃないのと。年に 1 件に対して、1 件できたから

100％というのは、向こう 10年、20年、30年たつうちに、早く進めてよという感じではな

いかなと思うんですけれどもね。 

【委員】 

 毎年 1件というのは令和 9年まで、毎年 1件ずつになっていますね、これを見ると。だか

ら、目標を決めた時点で目標値が低いから、私たち、今年から評価する身になってみると、

過去の目標値が低いから、あまり議論しても意味がないというか。 

【委員】 

 好意的に考えると、資料を見ると、複数回懇談会とかやって、検討会やっていらっしゃっ

て、まちづくりに対して、10 地区欲しいんだけれども、区役所の人員のキャパとか、関係

者を集める労力とかが年間 10件するキャパがあるかとか、そういうことの兼ね合いもある

と思う。なので、これはちょっとこの場だけでは何とも言えないですよね。 

【委員】 

 結果は 1 件だけれども、今、委員がおっしゃったように、プロセスとかそれに至る労力
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は、努力しているということなんじゃないですかね、区の人は。確かに 1件は少ないとおっ

しゃられれば、私も少ないと思いますけれども、区の方は努力しているんじゃないでしょう

か。 

【委員】 

 資料を見たら、西新宿 1丁目商店街地区とか、西新宿超高層ビル地区とか、街区ごとに見

ている人の性格とか課題とか全然違うと思うので、区役所の人員のリソースの都合もある

と思うので、ちょっと中身が分からないとしか言いようがないですよね。 

【委員】 

 先生がおっしゃったように、計画どおりは計画どおりでも、やっぱり目標値の設定の仕方

とか、今言われた人員の理由とか、努力していることを評価して、計画どおりにしておくか、

ぐらいですかね。 

【部会長】 

 物差しについてはちょっと検討されたいと、直っているらしいけれども、というぐらいな

感じで。ちょっとそのような感じで、取組の方向性ですとか意見・感想は調整したいと思い

ます。ありがとうございます。 

 12ページまで行って、最初に戻る形にしたいと思います。434の新宿駅周辺地区の利便性

向上は、こちらも有益な意見が多いので、個人の意見じゃないような形でまとめて。委員の、

理解が深まると考えられるとか思われるとかにするのと、対策を推進されたい…… 

【委員】 

 委員が書かれたのは、私は非常に重要だと思いますね。この観点は残して。先生がおっし

ゃるのは、理解が深まるとかという表現方法を言われているんですか。 

【部会長】 

 はい。思いましたというと部会とか委員の意見じゃないので、思いましたというと 1人が

思ったみたいなので、最後の文言だけ変えて、残せればと思います。 

 「学校の教科書のように」というのはどういう趣旨でしょう。 

【委員】 

 よくマス目で仕切って、Ａ1とかＡ5とかって、よく地図であるじゃないですか。ああい

うふうな、要は、あの地図、すごく分かりやすいんですけれども、ぱっとビル名が、このビ

ルどこだろうと思ったときに、逆に探せなかったので、索引というか検索というか、そうい

うのがあればもっと見やすくなるのではないかと。よく西口にいると、外国の方とか観光客

の方とかにビル名とかで聞かれるんですよね。自分も分からないので、マップを見て、どこ

だったっけ、ここら辺かな、みたいな感じなので、住所から探せるようにしていただければ、

地元でない方たちが利用しやすくなるのではないかと。 

【委員】 

 検索方法を改良してほしいとか、簡単に言うと、そういうような。 

【委員】 
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 そういうことですね。 

【委員】 

 ビル名もできるし、いろいろな方法での検索方法を検討してほしいとかでどうですかね。 

【部会長】 

 検索方法を検討されたいだとか、検索方法の改良を検討してほしいとか。 

【委員】 

 何でもできればいいんですよ。おっしゃるようなビル名でもできるし、住所でも。 

【委員】 

 だから、利用者が何から地図を見るかといったとき、何を調べるかといったときに、それ

を基に逆の発想で作って。すごくいい地図だと思うんです、分かりやすく、かなり大きめに

書いてあるので。あと、どこで配っているのかもちょっと分からなかったので。 

【委員】 

 そうすると、ターミナルマップには限界がありますよね、結構、検索方法となっちゃうと。 

【委員】 

 もちろんあると思います。だから、一般的に人がどういう目的で利用するかというところ

を中心に、分かりやすくしていただければ。地元の人だと、何とかビルってここら辺だよな

というのは大体推測できますよね。じゃなくて、全く知らないゼロの人が、住所とかお店の

名前とかビルの名前を見て、どこだろうと分かるように。 

【事務局】 

 今お配りしているターミナルマップにビル名は書いてありますが、これとは違うんです

か。 

【委員】 

 ビル名は、大体分かっている人は、ここら辺だよなと探せますよね、ビル名。住友ビル、

ここら辺だったなとか。でも、全く土地勘のない方が来たときに、住友ビル、どこだろうと

いったら全部見なきゃいけないので。ここに、住友ビルは、この四角いマス目にしたときの

Ａ3 とかとあれば、よく地図ってそうなっていませんか、うまく表現できませんけれども。 

【事務局】 

 区画が表現されていますね。 

【委員】 

 そうすると、住友ビルはＡ3だから、ここだなと分かるので、そういう何か検索があった

らいいかなと。すみません、うまく何と言うのか分からないですけれども。 

【委員】 

 場合によっては、これは鉄道と組んでいるマップですよね。ただ、そこに広告収入という

とちょっとおかしいですけれども、もうちょっとこう利益もあってとか、思ったときに、お

店さんと共同して広告、よくありますよね、地図の場所にちょっとお店の名前があって、そ

うするとちょっと経費的にもいいのかなとか、お店の宣伝効果とか。そこら辺はちょっと微
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妙ですけどね、商業的なものが入ると。ちょっとそこら辺も考えたんですけれども。 

【委員】 

 マップの話で限定するのか、もっと幅広で考えるのかとなりますけれども、この場ではも

しマップだけに限定するのであれば、今言われたように、あいうえお順で検索する方法とか、

ビル名でとどめておくかですかね。 

【部会長】 

 有益なので、さらに利便性の向上を図られたいとか、そんな感じでお願いします。 

【委員】 

 お任せします。 

【部会長】 

 これで一周しましたので、1ページ目に戻っていただければと思います。取りまとめなの

で、おおむね順調に進んでいるというのは 5人とも一致しておりまして、評価のほうは、個

別の通り名だとかを出さずに、おおむね順調に進んでいるという包括的な書き方でよろし

いでしょうか。 

 今後の取組の方向性に対する意見で、デジタル化のサービス…… 

【委員】 

 前回、デジタル化もという話だったので、工事していると結構変わりますよね、それを普

通にマップとか、先ほどのああいう形にしてしまうと修正しづらいので、経費だけかかるの

で、ああいうのはもう、恐らく旅行客とかの方のほうがメインだと思うんですよね、地元の

人はしょっちゅう通行しているから分かるので、旅行客の方は結構スマホとかも使われて

いると思いますから、デジタル化で分かりやすいような表示をしていただければいいのか

なと思ったりしました。 

【委員】 

 この間そういうふうに言っていましたっけ、所管の部の人か、ちょっと私記憶が。 

【部会長】 

 私も誰が言ったかは覚えていないけれども、デジタル化という言葉は出たのでは。 

【委員】 

 デジタル化するのはすごく簡単だと思うんですね、技術的に。いずれは恐らく地図とか何

か、きちんとしたものも作るだろうなと思うので、比較的可能かなとちょっと思ったりした

んですけれども。 

【部会長】 

 早急にお願いしますはちょっと言葉が強いので、デジタル化も活用しつつ、利便性向上と

か、旅行者とか、外国人にも分かりやすい内容に適宜更新、デジタル化で、そんな感じでよ

ろしいでしょうか。 

【委員】 

 はい。 
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【部会長】 

 3ページ目に行っていただいて、委員のご意見が質問みたいな感じで終わっていると思う

んですが。 

【委員】 

 18.6、確かに急に低くなっていた…… 

【委員】 

 成果指標の内部評価の欄の 2 ページ目のところを引用したのではないかと思いますけれ

ども、18.6％。 

【委員】 

 これはアンケートの結果ですよね。 

【委員】 

 そうですね。 

【委員】 

 説明受けたときには、さっき話があったように、工事で、道が変わったりしているから、

アンケートを取ったらば、それが逆に使い勝手が悪いというふうに評価されたから、下がっ

たのではというふうにおっしゃっていましたね。当面上がらないんじゃないかとか。 

【部会長】 

 こちらは質問、回答していただいたということで、消しても大丈夫でしょうか。 

【委員】 

 そうですね、大幅な工事は必要なのでしょうが、通行しやすさ、回遊性が損なわれるので

はなくて、もっとうまく誘導していただきたいなと思います。よその区のお話で申し訳ない

ですけれども、駅のホームを降りて外へ出るのに、あっちへ回され、こっちへ回されして、

それこそぐるぐるいろいろなところを回されて、やっと出た思いがあって、次の乗換えの電

車に乗ろうと思っていたけれども乗れなかったというようなことがあったんですね。駅タ

ーミナルにおいて、工事とはいえ、やはりますます回遊しづらくなっていくのでは、ちょっ

と不便を感じるので、そういうものを考慮した上で工事を行っていただきたいという要望

であります。 

【部会長】 

 質問の部分は、なお以下は消して、要望の形で、その他意見の欄に残すような感じで、お

願いします。新宿と渋谷は難しいですね、乗換えがすごく難しい。 

 ありがとうございました。 

 Ⅲ－2 で始まる塊を見ていただければと思います。誰もが安心して楽しめるエンターテイ

ンメントシティの実現。4ページ目を見ていただければと思います。 

 40の歌舞伎町のまちづくり推進は、5人とも計画どおりなので、評価は計画どおりとした

いと思います。いろいろ書いてあるんですが、個別のことはあまり出さずに、評価について

は計画どおりとさせていただいて。 
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 取組の方向性は、まとめられるところはまとめるという形でよろしいでしょうか。 

 その他意見のところは、おっしゃるところはごもっともと思うんですけれども、多分いき

なり読んで、「達成度が「－」となっている表現は分かりにくい」というのは、多分分かり

づらいので。 

【事務局】 

 ちょっと質問していいですか。ご意見で、歌舞伎町の計画事業の指標は、個別施策の 2つ

の成果指標が合わさったものだということを補足したらよかったなということなんですけ

れども、これはヒアリングで所管課が言っていたんでしたっけ。 

【委員】 

 そうです。ここのつながりが分かれば、その質問はなくてよかったんですけれども、この

推進というのが、ここの 2ページの下の指標 1、指標 2が合わさっていて、ということを説

明いただいたと。これはどちらも達成しているので、達成度は「－」じゃなくて 100％でも

いいんじゃないかと思ったんです。そこがつながりが分かる一文があれば、指標としてもっ

と、次年度から分かりやすいかなと。 

【部会長】 

 ホームページとかでいきなりこれが載っていまして、我々はもらった資料とか意見とか

を聞いて書くんですけれども、区民の方がいきなりこれを見ると、達成度が「－」になって

いるというのは混乱するのかなとちょっと思いました。 

 あとは、委員のもそのまま残す形で。トー横キッズは、文言とかを調整しながら、残す形

でお願いできればと思います。 

【委員】 

 大事なことを書かれていると思います。 

【部会長】 

 6ページ目の 436にいっていただいて、歌舞伎町安全・安心対策事業で、「女性が利用し

にくいと聞いた」というので。 

【委員】 

 今はもう改善されたようなんですけれども、一時期すごくＬＧＢＴＱのトイレ問題があ

ったと思うんです。男性のトイレはそのままで、女性トイレをＬＧＢＴＱ用にされてしまう

と、女性のトイレがないわけですよ。女性はトイレ時間、正直、長いじゃないですか。なの

に、女性のトイレにＬＧＢＴＱの人が入ってくると。それが特にトー横の歌舞伎町タワーで

大問題になっていて、これはユーチューブで実際の映像を見たんですけれども、トイレの中

に男性がいっぱいいるんですよ。用もないのに、終わった後に洗面台のところに集まって男

性がたむろするみたいな、女性を待っているみたいな。 

 女性のほうがトイレは絶対必要数足りないんです。にもかかわらず女性のトイレにＬＧ

ＢＴＱの方が入ってこられると、それはちょっと女性からすると困る。なので、ここに載せ

ちゃったんです。歌舞伎町で結構問題になっていたので。ちょっとずれているかもしれない
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ですけれども、犯罪も怖いなと。 

【部会長】 

 男子トイレと女子トイレがあって、それと別にある車椅子とかでも来られる誰でもトイ

レがあればいいんじゃないですかというのかと思ったんですけれども。 

【委員】 

 実際行ったこと、使ったことあるので。要は、男性でいう大のエリアを男女とも入れよう

にしたんですよ、当初は。だから、男も女も一緒に入っていって、個室は別ですけれども。

それが、男性がたむろしているから、警備員を前に立たせて、男女入れるんだけれども、こ

こからここまでは男性が使っていい個室とか、だから、女性がずらっと並んでいる横を、大

をしたいときに横を通っていって、男子のところはちゃんと確保されているので、女の人が

並んでいるのに入ってとかというのになって、最終的にそれでも変な感じなので、多分完全

に分けたと思うんですよね。2階、3階はその型式になって、すごく話題になったんですよ

ね。ただ、一方で地下のライブハウスとかは、同時期にやっているのに、男女きっちり分け

て、女性のトイレがすごく多くて、全然ストレス感じないところで、同じビルで全然設計思

想が違っていて、ただ、あれはやっぱりビルのオーナーさんと入っているテナントさんが設

計しているから、区の指針はあるかもしれないですけれども、公衆トイレだったら区の管轄

でしょうけれども。ただ、すごい課題だと思うんですけれども、どこに載せるかで。 

【委員】 

 やっぱりトイレって犯罪も起きやすい、いろいろな意味で、性犯罪以外にもあるので、安

全対策としては早めに手を打っていただくほうがいいかなと、ちょっと。この問題はとても

怖いです。 

【委員】 

 お二人の意見をお聞きすると、ビル内のトイレの在り方はビルによって違うし、できてい

ないのもあるし、できているビルもあるけれども、私たち委員としては、区ができることを

言ってあげないと、あまり固有名詞をあげつらっても、なかなか限界があるので、ビル名を

限定せずに、区がこういうふうに言ったらどうですかみたいな言い方に切り替えてみたら

どうでしょうか。 

【委員】 

 今後トイレを整備する場合には、そこら辺を配慮していただきたいという感じでいいで

すかね。 

【部会長】 

 ほかにもトイレ、どこかで書いていらっしゃった気が。 

【委員】 

 2ページ目で書いていらっしゃる。 

【委員】 

 そうですね、同じことです。 
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 もしあれだったら、こっちでいいですよ、削除していただいて。 

【部会長】 

 6ページの 436では載せなくて、2ページ目にいったところで、また後で検討という感じ

で、437 のほうに。437も一まとめにできるかと思うので、これをまとめるような形でお願

いしていいでしょうか。 

【事務局】 

 質問してよろしいですか。436の意見って、引き続きやってくれという意見なんですかね。 

【委員】 

 そうですね、やはりこれ、都の事業に移したから云々と。 

【事務局】 

 区がやった後で都がはるかに大きな成果を出す事業を開始して、今そっちにお客さんが

流れていますというような説明を所管部がしていました。 

【委員】 

 あの説明会のときにもちょっと言ったと思うんですけれども、都がやったからもう都へ

お願いしちゃいますだけではなくて、やっぱり区のお膝元ですので、このタウンマネジメン

ト事業を含めて取り組んでいく必要が今後もありますということで、あのときは援助金だ

とか給付だとか、そういう件が多かったと思うんですけれども、それも含めてやっぱり区と

しても地元の商店街などと協力して進めていく必要があるのではないかと感じて、書かせ

てもらいました。 

【事務局】 

 これ以外にも歌舞伎町の安全安心に関する事業ってたくさんあって、歌舞伎町タウンマ

ネジメントとか東京都、あるいは商店街振興組合、いろいろな人たちと連携してやっている

わけなんですけれども、いま記載されている意見は、その助成を続けてくれというメッセー

ジに聞こえるんですけれども、それは委員が意図したとおりということでしょうか。 

 例えばですけれども、東京都がやっているけれども、そこに当てはまらない実績が令和 5

年も 1件あったようだから、ニーズがあるから続けていきなさいみたいなことだったら、分

かりやすい。そういう理解で合っていますか。 

【委員】 

 たしか危機管理課長か何かがそのような説明をされたと思いますので、東京都が審査し

たけれども、審査に漏れた団体があって、それを区のほうで支援をするというのですね、で

すから、全くもう都がやるので都にお任せではなくて、そういう漏れたようなものもありま

すので、やはり区としても行う必要があると思いますので、続けてほしいということです、

たしか、新宿歌舞伎町に訪れる若い女性たちが、新宿区の区役所のお膝元で不幸になっても

らいたくないと、このようにお話もされておりましたので、何らかのやはりそういうつなが

りは今後も持っていただきたいと思います。 

【部会長】 
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 437 も大体一つにまとめられるかと。 

 それはまとめていただいて。438 も 2つ、まとめられると思います。 

 7ページの 439のほうは、ちょっときつい書き方なので、これは書かないほうがいいかな

とちょっと思いました。 

【委員】 

 すみません、実体験を、正直に書いてしまいました。 

【委員】 

 何か魅力がないというか、発信されていないということですかね。 

【委員】 

 資料から、イメージはいいイメージなんですけれども、実際よく通るんですけれども、あ

まり繁栄しているような感じもしない。たまにオープンカフェにはなっていますから、そう

いうときは人も若干集まってはきますけれども、すみません、何かが足りないとしか言えな

いんですけれども。だから、あまり載せないほうがいいかもしれません。 

 そんな力を入れているような感じがしない。かなりあそこは前から通りますし、頻繁に昼

間も夜も通りますけれども、たまに路上ライブというんですかね、夜とかはやっている方も

いますけれども。 

【委員】 

 魅力がないというより、せっかくやっているから、それを区民の人にもっと伝えるとか、

そっちの方向にしたらどうでしょうかね。 

【委員】 

 おっしゃりたいこと、すごく分かるんですよ、風景がもう変わらないんですよね。多分業

者がもう何年かずっと一緒で、競争原理が働いていないのか、多分それで見た目が変わらず

かなと。すごく昔からのクレープのキッチンカーですよね。多分もうずっとこの商店振興組

合とやっていると書いているから、ずっともう一緒のところと契約して、やり続けているの

かなと思ったりします。すごく感じが分かります。 

【委員】 

 さっきもここを通ってきたんですけれども、オープンカフェというかキッチンカーのク

レープ屋さんがちゃんと出てはいましたけれども、やはり荷さばきの車がたくさん停まっ

ていて、だから何か中途半端だなと。もっと大々的にもう時間を区切って、あそこは何かイ

ベントが自由にできるとか、路上ライブじゃないですけれども、そういうのがどんどんでき

るような、そういう、もっとまちのにぎわいとか潤いとか、そういうものを創出できる、も

っと何かあるんではないかなと私も思います。 

【部会長】 

 上のほうにある意見を足して、活性化だとか啓発とか周知とか、ＰＲとかをお願いします

とかいう感じでいいでしょうか。 

 それでは、1ページ目に戻っていただければと思います。最初の意見ですが、お一人が順
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調に進んでいるで、ほかがおおむね順調に進んでいる、いずれにしてもいい方向なんですけ

れども。 

【委員】 

 私が順調に進んでいるとした理由は、先ほども言いましたけれども、この 4つの分類が、

順調に進んでいる、おおむね順調に進んでいる、やや遅れていると、一人一人の感覚が違う

と思って、おおむね順調に進んでいるというのは、私の感覚で、6割から 8割ぐらいだろう

と。それで、順調に進んでいるというのは、100％できていなくても 8割ぐらいはできてい

れば、世の中一般的ですよ、会社だって、8割できていれば順調に進んでいるに入るだろう

と。そうすると、できていないところもありますけれども、私は 8割ぐらいはできているん

じゃないかと、そういうふうな理由です。だから、皆さんの感覚によって、順調に進んでい

るのは 100じゃないと駄目と思われていれば、私もおおむねに下げてもいいですけれども、

僕は 8割ぐらいはできてるんじゃないかなというのが、思った理由ですが、冒頭、多数決だ

ということなので、おおむねにしても、それは感覚の違いですから。 

【部会長】 

 多分 5 段階にしたら、みんな 4 ぐらいだと思うんですけれども、4 段階にして 3 にする

か、4 にするか、4 か 3 かちょっと悩むところで、多分 5 段階だとみんな 4 ぐらいの感じ。 

【委員】 

 最高点じゃないけれども 8割はできていると、そこで、ここにも書きましたけれども、8

割以上というふうに自分は思ったのでと、そういう理由です。 

【部会長】 

 じゃ、おおむね順調にさせていただいて。 

【委員】 

 この歌舞伎町の問題は、いろいろな問題がまだ残っていると思うんですよね。まだ道半ば

だと思うんですよね。ホストクラブの問題で結構しょっちゅうニュースになったりもして

いますし、客引きについて行かないでといつも流れていますし、そういう対策を含めて、や

はり今後も取り組んでいく必要があると思いますので、順調に進んでいるではなくて、まだ

おおむねかなと私は思います。 

【委員】 

 あまり長く説明するのもあれですけれども、私たちは別に 100％できている、できていな

いを評価するんじゃなくて、区民から見て、課題はたくさんあると思うんですよ。ただ、課

題に対して区の職員の方とかが努力している。努力しているという度合いが高いと僕は思

った。100％じゃなくても、時間がかかっても、そこに向かって個別に努力している。努力

しているプロセスは 8 割ぐらいあるんじゃないかなと思ったということです。おっしゃっ

たように、課題はありますけれども、私は努力しているとこの間のヒアリングでは感じまし

たけれども。問題点は認識されているしね。 

【委員】 
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 大いに努力されていると私も感じます。 

【委員】 

 その一つとして、今の助成金援助の問題とかが都に移行しちゃったから区は手を引くみ

たいな、そんなニュアンスあったので、それではやはり、区民としてね、何らかやっぱり関

わっていく必要があると思いましたので、そういう形で。 

【委員】 

 今の問題も、反論するわけじゃないですけれども、それについても僕は逆に評価していて、

区の人たちは、助成金、都もあるけれども、区もあるけれども、やっぱり都のあれがあって

できない理由をおっしゃっていましたよね。単に自分たちがやっていないんじゃなくて、そ

ういう補助金との兼ね合いがあって、新宿としては精いっぱい努力しているというのはお

っしゃっていたので、評価したと、そんな感じです。私の感じ方ですけれども。 

【委員】 

 そうですね、確かに全国から来る子供たち、若い女性を中心とした、そういうトー横キッ

ズの問題とか、そういうふうな状況になっていくのはやはり忍び難い。何らか新宿区民とし

て、幾ら全国から来たにしろ、歌舞伎町に来たわけですから、いろいろな思いがあって来た

んでしょう。やはりそういう、極端に言えば、相談所を開設するとか、そういうふうなケア

をもっと行っていただければなという思いです。 

【部会長】 

 ありがとうございます。こちらもたくさん事業名があるんですが、整理した感じで評価を

まとめていただければと思います。 

 あと、今後の取組に対する方向性なんですが、こちらも大体。 

【委員】 

 さっきおっしゃられたトイレの問題は、ここに記載すればいいんじゃないでしょうか。た

だ、固有名詞を出すのかどうかはちょっと。 

【委員】 

 そうですね、そこら辺はやんわりと。今後のとか何か。 

【委員】 

 歌舞伎町のビルとか。幅広のほうがいいかもしれません。 

【部会長】 

 既存のトイレ環境は維持しつつＬＧＢＴＱに対応した整備を進めていただきたいと。 

【委員】 

 そうですね、それでしておいてください。すみません。 

いきなりトイレの書き出しになっていますけれども、やっぱり安全・安心の観点からとい

う前置きを入れていくと、区民の人が読んで、配慮が深いというか、犯罪の減少のためとか、

あれが必要なんじゃないでしょうか。 

【部会長】 
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 ありがとうございました。 

 その他の意見・感想、3ページにいっていただいて、「合計 7回と数が合わない」という

のは質問ですか。 

【委員】 

 そうですね、そのとき分からなかったんですけれども。 

【事務局】 

 事務局のほうから補足させていただきます。1 月 24 日から毎週水曜日、カウントしてい

くと 7回にならないということかなと思うんですけれども、天候によって、やらないときも

ありまして、恐らく雨等で、雨だと中止にしているので、そういったところで数が合わない

のかなというふうに。これは所管に確認したわけではないんですけれども、結構中止になっ

ていますので、そういったカウントになっているのかなと思われます。 

【委員】 

 基本、毎週という計画は間違いないということですよね。 

【事務局】 

 それは間違いないです。 

【委員】 

 分かりました。じゃ、これは削除していただいて。 

【部会長】 

 ありがとうございます。Ⅲ－2 のグループはこれまでにしたいと思います。 

 最後に、Ⅲ－5の環境道路の整備から始まるところをお願いいたします。 

【事務局】 

 今回の会議、4時までですが、どうしますか。 

【部会長】 

 そんなにはオーバーしないと思うんですが、よろしいでしょうか。 

【委員】 

 ごめんなさい、今日は用があるので、あとをお任せしてもよろしいでしょうか。 

【部会長】 

 お任せで大丈夫でしょうか。 

【事務局】 

 皆さんのご判断で。 

【委員】 

 あさっても予定されていますか。 

【事務局】 

 予定はありますけれども、もうちょっとということでというであれば。 

【委員】 

 道路まで行っちゃう。 
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【委員】 

 退室されるなら、先におっしゃられたいことをお聞きしたほうが。 

【委員】 

 すみません、何かまた変な書き方があれば。 

【部会長】 

 聞きたいことを先にちょっと何点か、すみません。6ページで、45の②なんですが、今後

の取組の方向性に対する意見で、ちょっとこの辺難しいかなと思ったのは、視覚障害者の点

字ブロックを設置すると、それが凸凹があるから車椅子の人にも不便で、しっかり意見を聞

いて、というのがあるんですけれども、どっちかを立てるとどっちかが。ちょっと難しいか

なと。 

【委員】 

 すごくこれは難しいので、ちょっとそちらのほうに一時期関わっていたことがあって、ど

うしても見えない方は白杖と点字ブロックが頼りなんですよね。ですが、凸凹は今度、車椅

子の方にとっては非常に、車輪を持っていかれるので、難しいと。そこが障害者同士の干渉

が起こってしまっていて、非常に難しい課題だとは思うんですね。だから、そこを当事者た

ちの意見をきちんと聞いて、少しでも生活しやすいバリアフリーの道づくりに生かしてい

ただければなと、今後のお願いみたいな形なんですけれども。当事者たちがどうしてほしい

とか、これならいいよとか、そこら辺をちょっと意見をいただくことが第一かなと思って、

書かせていただきました。 

【部会長】 

 自分が担当者だったとして、期待しますと言われたら、どうしろというのだと、ちょっと。

すごく大事な問題なんですけれども、どうしようかなと、ご相談しようと思っていたんです。 

【委員】 

 当事者たちどうなのかというのをしっかり意見を聞いてあげられたら、意を酌み取って、

していただいて、例えば点字ブロックの場所を、歩道の道幅の車椅子が通るところを避けら

れるようなところにつけられないかとか、何かそういうふうな、うまく言えないんですけれ

ども。 

【委員】 

 これは新宿区に限らないことだから、東京都全体なのか、実例を調べてもらいたいとか。 

【部会長】 

 ちょっとその辺検討させてください。 

【委員】 

 そうですね、すみません。 

【部会長】 

 もう一個だけ、453 で、9ページの意見のところで、信号を猛スピードで歩道を走行した

りとか、信号を無視して横断歩道を横切ったり、危険運転を目にします。管理指導をお願い
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したいですと、区じゃなくて警察の仕事になっているかなというのをちょっと、どうしよう

かなと思ったんですが。 

【委員】 

 適正利用ということで、今、車道の横に自転車専用道路みたいな表示がされたりとかして、

ちょっとずつ棲み分けみたいなことをされていると思うんですけれども、やはりまだ、お母

さんが電動自転車とかで、子供を乗せていなくても、歩道を猛スピードで行ったりとか、と

にかくスピードがすごいんですよね。そこら辺は区のほうで指導なり何なりできないのか

なとちょっと思って、書かせていただきました。実際に新宿の西口、東口の道路、歩道を、

信号が変わったから渡ろうとかといっても、自転車が行っちゃったりとか、結構自分も危険

な目に遭いましたけれども、ほかの方もそういうことをされているのを見ているので、何か

ちょっといい方法が区のほうで、例えば啓発できるものがあればなと。たしか自転車のヘル

メットの補助があったと思うんですよね、区のほうで。そういういろいろな接点があった場

合に、何か啓発できるものがあればなと、安全運転に努めてくださいみたいな。警察とはま

た別に区でできるようなことがあれば、対応していただければいいかなと。あと実際に、ウ

ーバーイーツとぶつかったこともあったりして、そこら辺も、ウーバーの企業さんとか、あ

と商店街の方とかに、ウーバーを頼んでいるところに、何かチラシなりポスターなりで、安

全運転を心がけてほしいみたいな、そういうのを掲示できればなと。 

【部会長】 

 自転車運転マナーの啓発という感じの。 

【委員】 

 言葉的に、そうですね。学校とかでもそういうのはやれると思うので。 

 あと、10 ページの 459 のところの、道路の維持管理のところなんですけれども、歩道の

ごみ、ポイ捨てとかごみ、たばこの吸い殻とか、結構道に散らばっていって、例えば文化セ

ンターの前とかは、区のほうで雇ってというか、お願いというか依頼して、ごみの清掃をさ

れたりとか、そういう場所もあるんですけれども、工事か何か、作業着みたいな格好で休憩

して、石垣というかへりに座って、たばこを吸ったりとかいう姿を見ているんです。そうす

ると、やっぱそういうところに落ちていくので、どこにどう働きかけたらいいのかが分から

ないんですが、新宿区内で工事をされているような業者さんとかに向けてそういうのを発

信するのか、何をしていいのか分からないんですが、そういうこともちょっと考えていただ

いていければなと。民泊とかも多いので、民泊の方が増えるとごみも増えるんですよね、な

ぜか道端に。なので、そういう許可、民泊も多分届出が要ったと思うので、そういうときに、

利用者の方にこういうものを徹底してくださいとか、マナーを伝えてくださいとか、何かで

きればなというふうに思っております。すみません、優しくやんわりと何か言っていただけ

れば。 

【部会長】 

 こちらのほうでまとめさせていただきます。 
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【委員】 

 次は 10月の全体会議になりますか。 

【事務局】 

 今日アナウンスする予定で。今アナウンスしていいですか。 

【部会長】 

 すみません、ちょっと延長になっちゃって申し訳ないんですけれども、事務局からのお知

らせを先にお願いできますか。 

【事務局】 

 全体会が 10月 21日月曜日、9時半から 12時、それから 10月 25日金曜日の 13時から 15

時 30分、この 2枠でご予定をお願いいたします。 

 扱う内容としては、今部会で取りまとめていただいている評価結果を、部会ごとの評価案

として固まったものを全員が集まっている中で紹介し合って、委員会の評価として固める

というのが議会の一つ。それからもう一つは、5月の最初の全体会で稲継会長がおっしゃっ

ていた、現在の行政評価制度の見直しに関して、現在、学識委員の先生方と事務局で見直し

に向けた提言の内容を検討しております。その検討結果をこちらでご説明して、ご意見いた

だいて、委員会からの提言として固めたいと。この 2つの議題を扱わせていただきたいと思

っています。もし 10月 21日で終わった場合は、10月 25日はキャンセルとなります。 

 次の予定が区長報告で、稲継会長から評価結果を吉住区長に報告していただく機会を設

けます。これを 11月 14日木曜日、10時から 10時 30分の 30分間で予定しております。場

所は区役所 3階の区長室です。こちらは任意の参加となっていますので、ご参加されたい方

はご参加いただければと思います。 

 あと、今議論していただいている部会の評価案についてなんですけれども、本日の議論を

踏まえて事務局で評価を取りまとめさせていただきたいと思います。取りまとめた評価案

を、まず竹内先生にご確認いただいて、確認が終わったものを皆さんにご確認をお願いする

ようにしますので、よろしくお願いいたします。 

 事務連絡は以上です。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 Ⅲ－5 をまた、最初のを残して 4ページ目から順に見ていければと思います。 

 4 ページ目の 44 なんですが、こちらは 5 人とも計画どおりだったので、こちらは計画ど

おりとさせていただいて、評価もまとめられるかと思うので、問題ないかと思います。 

 あと、その他意見・感想の最後の、「区画街路を含む建築整備が今後も続くことが予想さ

れます」、「予想されます」で終わっているのを、ちょっと修正できればと。何かご意見と

かがあるでしょうか。 

【委員】 

 百人町三丁目地区における地区計画のことが書いてあると思うんですけれども、この中
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にある、区画街路 3号、4号、6号、12号、このあたりのことをちょっと書かせていただい

たんですけれども、この地域全体として広域避難場所にするためにいろいろな整理をして、

できるだけ空間を広くして、大分進んではいるんですけれども、住宅が今ここに密集してい

るこの地域の取組は相当前から取り組まれているけれども、これが今後どの程度続くのか、

防災上整備していくので続くのか考えたときに、今後もそういうことがずっと延々と続い

ていくと思われますみたいな、そういう意味で書いたんですけれども。 

【部会長】 

 続けていただきたいとか。 

【委員】 

 実はここはポケットパークといって、密集している住宅が空き家になったときに、そこを

区が買い取るかして、そこを公園にして、ミニ公園みたいなのを作ったりしているんですね。

建て替えがあったりしたら、この道路の整備だとか何とかを踏まえて区が取り組んだりし

ているんですけれども、そういうのをしたときに、この区画の中がまだ今後も続くであろう

と予想されるので、そういう意味でここに、建築整備が今後も続くことが予想されますと書

いたんですけれども、続けてほしいとか中止してほしいとか、そういう意味ではなくて、着

地点があと何年ぐらいかかるものなのかなという意味合いを込めて、書かせてもらったん

です。 

【委員】 

 計画全体と進捗状況が分かるように明示してほしいとか、そんな感じ。 

【委員】 

 そういう意味ですね。 

【委員】 

 分かります。区民の人がどこまで進んでいるのか分からないし、着地点が分からないから、

進捗状況を。 

【委員】 

 どこかで発表しているんじゃないですかね、僕たちが知らないだけで、所管部署にあるん

じゃないですかね。 

【委員】 

 極端に言えば、この地域を共同建て替え住宅みたいに上にどんと伸ばして、皆さんそこに

というような、今、西新宿地域で行っているような防災上からした上で、地域共同建て替え

住宅、建て替えビルみたいなのを、そういうことも考えられるのではないでしょうかという

意味合いを込めて。どこかにそういうふうなニュアンスで書いたのもあったと思うんです

けれども。 

【部会長】 

 書き方的に、計画的な整備をお願いしますとか、迅速化とか早期化とか、あと見通しを示

せだとか、そんな書き方ですかね。 
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【委員】 

 そうですね、やはり区の事業として、区内の約 50％が細街路だというふうになっている

んですけれども、それが改善するには相当な、やっぱり考えを変えて、区が取り組んでいか

ないと、なかなか細街路問題は解決しないんではないかなと。42 条の 2 項道路だとか 3 項

道路、4メートル道路以下のことを 3項道路の計画とか、あったりするんですけれども、そ

ういうふうなものを踏まえて、本当に区が真剣に取り組んでいかないと、ただ民間が建て替

えると 50センチ下がるのを待っているだけでは、相当たってもまだ解決が難しいのではな

いかなという意味合いを込めて、ちょっと感想として書かせてもらいました。 

【部会長】 

 じゃ、計画的な整備をお願いしますという形で。 

【委員】 

 そうですね。 

【部会長】 

 ありがとうございます。これで 4ページ終わりまして、5 ページをお願いします。 

【事務局】 

 この会場が 45分までしか使えないので、そこをお伝えしておきたいと。 

 今の最後のって、その上でやっている共同建て替えとかも視野に入れてちゃんとやって

いけというのとは違うんですか。 

【委員】 

 こちらから、共同建て替えにしろとかそういうことは言えないので、そういうのも。 

【事務局】 

 要は、これと独立してもう 1個、計画的に進めてくれという意見を書くかどうかというこ

となんですが。 

【委員】 

 百人町の地区計画のこの問題が随分もう長く、この周りは大分整理をされたんですけれ

ども、この地域が大分まだ残っているのが現状なんですね。これをずっとそのまま続けて、

計画になっているから続けざるを得ないんでしょうけれども。 

【事務局】 

 すみません、ちょっとここのまとめ方は一回、部会長と事務局で、よろしいですか。 

【委員】 

 そうですね、そこはもう。 

【部会長】 

 全体として計画的な整備をお願いしますとか、そんな形でいいでしょうか。地震がいつ起

きるか分からないから、ゆっくりしていられないからという感じで。 

【委員】 

 そうですね、今のところの上の今後の取組の方向性についてというところに、今言ったよ
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うなことが、共同建て替えを含めてみたいなことをちょっと書かせていただいたんですけ

れども、これだって私が、一つの案というか考えであって、区の地区計画というのはまたき

ちんとしたものでしょうから、じゃ、このようにしますと急には言えないと思いますので、

うまくまとめていただければと思いますので、お願いします。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 5ページ目にいっていただいて、人にやさしい道路の整備も 5人中 5人が計画どおりとな

っているので、そうさせていただければと思います。評価については、まとめられるかと思

うので、ちょっとまとめていただいて、5ページ目はこれでお願いします。 

 6ページ目にいっていただいて、6ページ目も計画どおり、全員 5人なので、これで評価

のほうはまとめられるかと思うのと、委員のバリアへの意見は、関係者の意見を聞きつつ進

めていただければと思いますみたいな感じで、ちょっとぼかす感じにできればと思います。 

 その他意見の、「新宿の顔である」というのも、顔の一つであるとか、中心の一つである

とか、ちょっとぼかす感じにさせていただければと思います。 

 7ページにいってもらって、道路の環境対策で、ここが面白いというか、計画以上が 2人

で、計画どおりが 3人で、いい意味で、役所が出してきた以上に評価している人間が 2人い

るような感じのところになっています。こちらも多数決だと、計画どおりですけれども、こ

ちらは計画どおりでお願いいたします。ここも特に評価は問題なくて、8ページ目もまとめ

られるから問題ないかと思うんですが、ここで何かご意見あるでしょうか。 

【委員】 

 この間委員がおっしゃっていた、これをもうちょっと広報でアピールすればというのは、

これは私も賛成ですね。 

【部会長】 

 頑張っているのにあまり知られていない感じがいたしました。ちょっとアピールを充填

した感じで、2つをまとめる感じにしていただければと思います。 

 駆け足ですみません。9ページにいってもらって、道路の適正利用で、さっき 453番、私

が、警察の仕事も区役所に言っているんじゃないかとちょっと言ったんですが、自転車マナ

ーとか言い出すと難しいかと思うんですが、ただ、マナーの啓発は区役所でもできる仕事な

ので、意見はぼかすような感じで、自転車マナーの普及啓発を図っていただければと思いま

す、みたいな形でしようかと思います。 

【事務局】 

 事務局から少しだけ。この 453番の経常事業は、道路占用許可事務とか条例に基づく占用

料徴収の事務で、ここでマナーを言うと、会話がちょっと成立しなさそうで、これの落ち着

け先は、後ほどご相談させてください。 

 うまい落ち着けどころがないか、まず事務局で探らせていただいて、いよいよ厳しくなっ

たら、ちょっとご相談をさせていただければと。 
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【委員】 

 ここに入れるのが難しければ、一番最初の表紙に持ってきたら。 

【部会長】 

 そうですね、それもちょっと検討を。 

【事務局】 

 この施策の隣のⅢ－6に交通環境の整備という施策があって、昨年度この部会で実はやっ

たんですけれども、そこがまさに自転車通行帯の整備とか放置自転車対策とか、そういうの

をやっていまして、そっちじゃないのかというふうにならないように整理するにはどうし

たらいいかというのを少し考えさせていただきます。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 それで、454の路面下空洞調査、これも残す形で、ちょっと書き方を改めて、まとめるよ

うな形にしたいと思います。 

 455 番にいって、一番下のところの括弧で、「特に区民の生活権に係る場合」という、生

活権というのが意味が分からなかった感じです。生活に大きく関わる場合とか。 

【委員】 

 そうですね、基本的には生活に関わるということですけれども、やっぱり区民、そこに住

居に住んでいる人には、特に電気ガスや水道、下水道、そういうライフライン等を含めたも

のが生活権といえば生活権という意味で、生活権というふうに書いたんですけれども、生活

に関わるでも結構です。 

【部会長】 

 そういった形で、ちょっと調整させていただければと思います、ご趣旨を生かす形で。 

 続きまして 10ページ目にいくと、456、457、458は特に問題ないかと思うんですが、459、

先ほどちょっとあったんですが、外国人旅行者のマナーとかルールとかをここで言うのか、

道路課の方に言っても困るだろうしというので、ちょっと。 

【委員】 

 これもさっき事務局の方がおっしゃったように、マナーのことより、ここの 459は修繕の

ことを言っているから、場所を変えて。 

【部会長】 

 そうですね、ありがとうございます。 

【委員】 

 たばこの吸い殻とかはマナーの問題なので、今おっしゃったように、道路自体の工事やハ

ード的な面じゃなくて、ソフト的な面としての意味合いなので、やっぱりここではハード的

な面というふうに捉えたほうがよろしいと思います。 

【部会長】 

 こちらはちょっと移させて、まとめさせていただければと思います。 
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 次、11 ページにいって、こちらも最初にお配りした紙に沿って進めさせていただければ

と思います。460は先ほどおっしゃったセットバック、建て替えを待つのではなくて積極的

にという話ですね。460は取りあえず残す形で。 

 最初に戻っていただければと思います。1ページ目、ここで、順調に進んでいるが 1人で、

おおむね順調に進んでいるが 4 人なので、これはおおむね順調に進んでいるにさせていた

だきたいと思います。評価についてはまとめて。 

 3ページにいって、今後の取組の方向性に対する意見で、ここで、点字ブロックと車椅子

や杖を利用する方と干渉する部分があります、ここに持ってくる形で、先ほどのは消して、

最善策を模索してほしいというのはちょっと、文言を考えたいと思います。関係者の意見を

聞きながら進めていただきたいとか、そういった形にしたいと思います。 

 あとは、その他意見・感想については、先ほどの委員の広報の話が出てくるので、こちら

を生かして、委員の前段が、ごもっともなご意見で、歩いているときに、確かにここが国道

とか都道とか意識している人はあまりいない。あと、23.0％と低い指標。生かすとしたら、

あまり道路管理者とか領分とか考えずに、連携して整備を進めてくれみたいな形でよろし

いでしょうか。 

【委員】 

 そうですね、やはり細街路の問題だったり、極端に言えば、歌舞伎町から向こうの大久保

のほうへ行く道にしろ、やっぱり凸凹だったり、結構私道部分が多いんですよね。だからと

いってそのままになっていても、歩く人がここは区道ですか、私道ですかとはほとんど考え

ないし、道は凸凹で通りにくい、歩きにくいというような結果として、この指標として、歩

きにくいというふうな数字に表れているのではないかなと、このように考えているんです。

ですから、見えるとこだけをきれいにするのではなくて、そういう細街路の問題とかいろい

ろな、総合的に判断して区も取り組んでいかないと、口では歩きやすい誰もが安心して安全

な道をというふうに言っているけれども、実は言葉どおりには行っていないですよという

のが、区民から見て低い評価になっていると思われます。 

【部会長】 

 歩行者からすると、都道とか区道だとか私道とかはあまり考えていないので、あまり管轄

にとらわれずに道路整備を総合的に検討してくださいとか、そんなような形で進めてよろ

しいでしょうか。 

【委員】 

 要するに、分類するということより、必要なものは整備してほしいということをおっしゃ

りたいわけでしょう、区別してほしいというんじゃなくて。 

【委員】 

 だけど、私道は手をつけませんよと、こういう形になっているんですよね。 

【部会長】 

 歩いている人から見たら、管轄はあまり関係ないから、それをやると満足度も上がるんじ
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ゃないかというのを、ちょっとぼかした書き方で。 

 ありがとうございます。これで一応一周できたかと思います。全体的にご意見があれば。 

【委員】 

 大丈夫です。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 では、これで終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

＜閉会＞ 


